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◆平成３１年 ４月 １日以降に公告する工事より適用するものです。

◆本方針に基づき個別の工事に適用される評価項目等は、各工事の入札説明書を参照

してください。

◆本方針の内容は変更する場合がありますので、以下ホームページでご確認願います。

◆問い合わせ窓口

○中部地方整備局港湾空港部：pa.cbr-nyuusatsu@mlit.go.jp（担当：品質確保室）

○本資料に対する質問と回答は、中部地方整備局港湾空港部入札・契約情報ホームページ

（http://www.pa.cbr.mlit.go.jp/20/21/26/）に掲載します。
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２．その他基準関係の見直し事項について

①工事実績データ資料添付の簡素化

企業及び技術者の工事実績データ資料の添付について、業界要望を踏まえ、競争参加
者の業務効率化に配慮し、基本的に実績についてコリンズ登録番号のみの記載でよい
形に改めるものとする。

※競争参加者において、コリンズ登録番号のみの記載では実績の内容証明に不足があ
ると思料される場合は、当該案件における仕様書及び施工計画書等を別途添付する
ことも可とする。

（案件例）
・浚渫（床掘）工事（コリンズ登録情報のみでは、設定された純土量を超える同種

実績があるか確認できないと思料される場合）
・地盤改良工事（コリンズ登録情報のみでは、設定された改良厚さを超える同種実

績があるか確認できないと思料される場合）
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２．その他基準関係の見直し事項について

②より同種の実績を求める際の数値要件の丸め処理について
企業及び配置予定技術者の「より同種性の高い工事」の実績における数値要件について
は、設計数量と同等の数量を設定してきたが、有効数字２桁以下切り捨てで端数処理を
実施することとする。

例：浚渫工事の場合
56,790m3の浚渫工事 ＝ （より同種）56,000m3以上の施工実績を求める。

ケーソン製作工事の場合
2,989tのケーソン製作工事 ＝ （より同種）2,900t以上の施工実績を求める。

築堤盛土工事の場合
24,592m3の盛土工事 ＝ （より同種）24,000m3以上の施工実績を求める。

地盤改良工事の場合
24.7mの地盤改良工事 ＝ （より同種）２４ｍ以上の施工実績を求める。


